
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開催日 

2017年2 月 23 日、3 月 2 日、3月 8 日 

毎回木曜日（3月 8日は水曜日）、19:00～21:00開催。 

■会 場 

きゅりあん セミナー会場（右下地図参照） 
〒140-0011  東京都品川区東大井 5-18-1 

JR 京浜東北線・東急大井町線・りんかい線 大井町駅から徒歩１分 

■講 師 
阿部 博友（一橋大学大学院教授） 

林 大介（テンプホールディングス㈱ 執行役員チーフ・リーガル・オフィサー・ニューヨーク州弁護士） 

 

■受講料 
1 回あたり：10,000円（資料代含む・消費税込み） 

■定 員 
１４名（先着順）  定員になり次第、締切らせていただきます。 

なお、最小催行人数に満たない場合等、事情により中止になる場合がございます。 

 

 

メール order@gbli.or.jp にてセミナーの受講をお申し込みください。 

お申し込みの確認が出来次第、請求書をお送りいたします。 

 

 
 
 
 
〒216-0033 川崎市宮前区宮崎２－１２－１－３０５ 

 

http://www.gbli.or.jp/  E-mail：info@gbli.or.jp 

 

英文契約書の実務対応は、単に法律的知識があるだけでは、なかなか難しいのが現状です。 

本来は、会社の上司の方などからの OJT を通じて、懇切丁寧に指導してもらうのが理想的ですが、現実には、多く

の会社で、そういった指導者がいなかったり、仮にいたとしても日常業務に追われてなかなか手が回っていないの

ではないと思われます。 

本セミナーでは、契約のリーディング、ライティング、交渉に関する実践的なスキルを国際契約実務の経験が豊富

な講師が直接指導します。 

セミナーの進め方としては、実践的な問題演習を通じて、インタラクティブな形式で行います。 

契約実務のさらなる実践的なスキルを付けたい方、英文契約書に関する本は読んだもののなかなか実践とリンクし

ないと思っておられる方、あるいは、既に当研究所のセミナー「国際契約の基礎」講座を受けられた方でさらなる 

スキルアップを図りたい方にお勧めします。 

 

 

お申し込み方法 

お問合わせ先 

 



  

  

 

 

第１回「国際契約のリーディング・ 

     ライティング（１）」 

開催日：2月 23日（講師:阿部） 

第２回「国際契約のリーディング・ 

     ライティング（２）」 

開催日：3月 2日（講師:阿部） 

第３回「国際契の約交渉」 

 

開催日：3月 8日（講師:林） 

１．英文契約書の諸類型 

２．英文国際契約の boilerplate条項 

３．準拠法と boilerplate条項の解釈 

４．裁判管轄条項と forum non conveniens 

５．仲裁条項とその準拠法 

６．Contra proferentem 原則 

 

１．Plain English原則と Draftingスキル 

２．排他的契約と独占禁止法 

３．ＡＤＲを用いた紛争解決条項 

４．UNIDROITの下での契約解釈原則 

５．Entire Agreement 条項の射程 

６．各種モデル契約の活用 

 

１．国際契約交渉の特徴 

２．交渉の基礎概念 

３．ハーバード流交渉術 

４．ゲーム理論と交渉 

５．交渉における心理的バイアス 

６．契約交渉の準備 

７．模擬交渉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開催日時は木曜日／19：00〜21：00】 
 
コースＢ「国際契約の基礎」講座 

●入門コース：国際契約（英文契約）に取り組む初歩的な知識の提供（全３回）10月 6日、10月 13日、10月 20日。 

●基礎コース（全１４回）国際契約に従事する方に、国際契約の基本的な条項の意味合いを解説し、企業が締結する主要な契約に 
ついて実践的なドラフトを織り交ぜた研修により、国際契約書の検討・作成という能力を育成すること
を目的としています。10月27日、11月10日、11月17日、11月24日、12月1日、12月8日、12月15日、 
2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月9日、2月16日。 

 
（基礎コースの最終回である2017年2月16日のセミナーは「中国ビジネス法の基礎」です。） 

■セミナー概要 

ＧＢＬ国際法務研修基礎セミナーの特徴 

その他開講予定セミナーの紹介 

● 講師陣は、法務の経験豊かで、各分野に精通した研究者、弁護士、実務家であり、実務と理論の架橋 を目指します。  
● 判例や事例の分析、ドラフティング演習 などを織り交ぜ、双方向の授業を行います。  
● ホームワークやインターネットによる 質疑応答 の機会をつくります。   
● 希望者には 到達度を認定し、全コース４分の３以上の参加者には修了の認定を行います。 

ＧＢＬ国際法務研修基礎セミナーの目的 

 企業法務の担当者の中でも、とりわけ法務の担当者を育てるには長い期間を要し、大変なコストがかかります。どの会社も苦労しているのが実状では
ないでしょうか。企業法務に関する長年の実務経験と実践的な研究に基づいて、GBL法務研修基礎セミナーは、法務を担当するに必要な法律的基礎を身
に付けることができるように体系的に組み立てられております。 
 これから法務を担当しようとする方、本格的に法務に取り組みたい方、さらに法務担当の管理職や責任者として法務に関する知識を体系的に整理した
い方などにとっては見逃すことのできない内容の基礎講座を提供します。 
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